
知
的
障
害
が
あ
り
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
で
暮
ら
し
て
い
る
Ａ
さ
ん
。
月
の

収
入
は
通
所
授
産
所
で
の
工
賃
３
万

３
千
円
の
ほ
か
に
障
害
年
金
と
福
祉

手
当
、
家
賃
助
成
な
ど
で
12
万
６
千

円
。
一
方
、
支
出
は
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
利
用
料
７
万
７
千
円
と
授
産
所
利

用
料
、
通
勤
交
通
費
、
健
康
保
険
料
、

医
療
費
な
ど
で
平
均
13
万
２
千
円
に

な
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
、
授
産
所
で

働
い
て
い
る
の
に
収
入
よ
り
支
出
が

多
い
の
で
す
。
障
害
者
の｢

自
立
支

援｣

と
い
い
な
が
ら
、
親
の
援
助
が

な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
の
が
実
態

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
Ａ
さ
ん
に
、
ま
た
負

担
が
増
え
ま
し
た
。
今
年
４
月
か
ら

通
所
授
産
所
が
交
通
費
と
健
康
診
断

の
費
用
の
支
給
を
打
ち
切
り
、
自
己

負
担
に
し
た
の
で
す
。
通
勤
交
通
費

こ
の
ニ
ュ
ー
ス

へ
の
ご
意
見
や

ご
質
問
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

障
害
者
が
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
に
１
割
の
負
担
…
障
害
者
自
立
支
援
法
は
障

害
が
重
け
れ
ば
重
い
ほ
ど
負
担
が
増
え
る
障
害
者
の
生
き
る
権
利
を
奪
う
憲

法
違
反
の
制
度
で
す
。
日
本
共
産
党
南
恵
子
議
員
は
区
議
会
本
会
議
で
自
立

支
援
法
の
廃
止
と
自
己
負
担
軽
減
、
入
所
施
設
増
設
を
求
め
ま
し
た
。

障害者の 負担軽減を

親の援助がなければ生活できない
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利 用

障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
。
写
真
と
記
事
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。



も
健
康
診
断
も
企
業
負
担
が
当
た
り

前
で
す
。
年
金
暮
ら
し
の
Ａ
さ
ん
の

母
親
は
、｢

障
害
者
は
医
療
費
が
余

計
に
か
か
る
。
い
ま
は
私
の
年
金
か

ら
出
し
て
い
る
が
、
私
が
死
ん
だ
ら

こ
の
子
の
生
活
は
ど
う
な
る
…｣

と

心
配
し
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
は
、
①
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
利
用
料
軽
減
の
た
め
に
家
賃
助
成

の
増
額
、
②
通
所
施
設
の
交
通
費
、

健
康
診
断
費
用
の
自
己
負
担
解
消
へ

区
の
支
援
強
化
、
③
通
所
施
設
へ
の

支
援
金
が
利
用
率
９
割
を
超
え
な
け

れ
ば
受
け
ら
れ
な
い
制
度
の
改
善
を

求
め
て
い
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ホ
ー
ム

の
増
設
も
急
務
で
す
。
現
在
、
区
内

の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
10
ヶ
所
。
そ

こ
に
63
名
の
方
が
利
用
し
て
い
ま
す

が
、
障
害
者
の
７
割
は
区
外
、
都
外

で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
態

で
す
。
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
住
み

な
れ
た
と
こ
ろ
で
住
み
続
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
当
た
り
前
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

区
内
で
入
所
施
設
が
不
足
と
い
う

事
態
に
、
障
害
者(
児)

を
も
つ
親
の

願
い
の
ト
ッ
プ
は
、
や
は
り
入
所
施

設
の
増
設
。
自
分
が
元
気
な
う
ち
に

子
ど
も
を
地
域
で
生
活
で
き
る
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
と
、
住
み
慣
れ
た
地

域
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ホ
ー

ム
の
増
設
を
切
望
し
て
い
ま
す
。
日

本
共
産
党
は
、｢

親
離
れ
子
離
れ｣

の

支
援
・
相
談
の
体
制
、
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
ィ
や
体
験
ス
テ
ィ
の
早
急
な
充
実

を
求
め
て
い
ま
す
。

障害者自立支援法は、障害を自己

責任として、社会参加のために受け

るサービスを｢益｣として１割の負担

を課しています。トイレに行くにも、

食事をするにも介助を受ければ利用

料が必要、外出の時のガイドヘルパー

や手話通訳も１割負担です。障害が

重ければ重い

ほど負担が重

くなります。

憲法は１３

条で｢幸福追

求権｣、１４

条｢法の下の

平等｣、２５

条｢健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利｣を

明記しています。２５条第２項は、

国がすべての生活部面について社会

福祉、社会保障および公衆衛生の向

上および増進に努めなければならな

いと、国にその責任を課しています。

｢応益負担｣の障害者自立支援法は明

らかに憲法違反。障害者が自立して

社会参加できるよう保障するのが国

の責任です。

日本共産党は、これまで障害者自

立支援法の廃止を求めてきました。

今回、自民・公明政権に代わった民

主党政権が同法の廃止を明言。障害

者の願いと運動が政治を動かしまし

た。

住
み
慣
れ
た
と
こ
ろ
で
…

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
急
務

違憲｢自立支援｣法廃止を！
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

区
議
会
議
員

み
や
ざ
き
克
俊
事
務
所

お困り
の

ときは

電話
3786－
6674


